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四日市港管理組合地域維持型維持修繕業務総合評価方式試行要領 

 

（目的） 

第１条 この試行要領（以下「要領」という。）は、四日市港管理組合が地域維持型維持修繕

業務を発注するにあたり、四日市港管理組合財務規則（昭和 41 年四日市港管理組合規則

第 12号）第 81条の 2第 2項に規定する総合評価一般競争入札に係る必要な事項を定め、

その適正な活用を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領における地域維持型維持修繕業務総合評価方式とは、地方自治法施行令

（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 10の 2の規定に基づき、入札者から入札時に業務

価格と共に地域精通度、企業の技術力等（以下「企業の能力等」という。）に関する技術資

料届出書をもって申し込みをさせ、価格だけでなく、価格以外の企業の能力等について審

査し、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式をいう。 

     

（入札方式の指定及び執行） 

第３条 入札方式の指定及び執行は、四日市港管理組合競争入札審査会（以下「競争入札審

査会」という。）の審査を経て行う。 

 

（技術審査会） 

第４条 競争入札審査会の長は、地域維持型維持修繕業務総合評価方式技術審査会（以下「技

術審査会」という。）を設置する。 

２ 技術審査会は次に掲げる事項を調査、審議し、その結果を競争入札審査会に報告する。 

(1) 総合評価にかかる技術資料の要求要件等の設定 

(2) 総合評価にかかる評価基準の設定 

(3) 提出された技術資料の審査 

３ 技術審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成するものとし、構成員は業務の規模・

内容により選定する。 

４ 技術審査会は、落札者決定基準を定めようとするときは、地方自治法施行令第 167条の

10の 2第 4項の規定に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならない。 

５ 前項の規定による意見の聴取において、学識経験者から当該落札者決定基準に基づいて

落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場

合は、技術審査会は、当該落札者を決定するにあたり、学識経験者の意見を聴かなければ

ならない。 

 

（入札公告に明示する事項） 

第５条 技術資料を収集する際に、入札公告に次の事項を明示する。 

(1) 当該業務が、地域維持型維持修繕業務総合評価方式であること 

(2) 競争入札参加資格に関する事項 

(3) 地域維持型維持修繕業務総合評価方式に関する事項 

 

（技術資料の内容） 

第６条 技術資料の求める内容は、企業の能力等に関するもので、より確実な実施が期待で

きるものを、業務の特性に応じて定める。 
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（技術資料の審査） 

第７条 提出された技術資料については、技術審査会による審査を経て、競争参加資格の確

認に反映させる。 

２ 技術資料の審査にあたっては、企業の能力等を審査する。 

 

（評価方法） 

第８条 総合評価の方法については次のとおりとする。 

(1) 企業の能力等の要求要件について、業務の目的・内容に応じ評価項目・評価基準を

設定する。 

(2) 各評価項目の評価に応じて点数を付与する。 

(3) 価格及び企業の能力等に係る総合評価は、除算方式とし、別添資料１により得られ

た数値（以下「評価値」という。）をもって行う。 

(4) 基準価格とは、「修繕・点検等業務委託に係る最低制限価格の運用について」の区分①

により算定される「業務に伴い最低限必要な費用＝P」とする。 

 

（落札者の決定方法） 

第９条 入札参加者のうち、入札価格が予定価格（税抜き）の制限の範囲内にあり、前条に

より得られた評価値の最も高い者を落札者とする。 

２ 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。 

 

（試行） 

第１０条 この要領に基づく入札手続の流れについては、別紙１を基本とする。 

２ 地域維持型維持修繕業務総合評価方式については、部分的にこの要領によらず試行する

ことができるものとする。ただし、その場合は入札公告に係る掲示にその旨を記載する。 

 

 

 

 附  則 この要領は、平成 31年 1月 1日から施行する。 

 附  則 この要領は、令和 2年 1月 10日から施行する。 

 附  則 この要領は、令和 7年 1月 1日から施行する。 

附  則 この要領は、令和 8年 1月 1日から施行する。 
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（別紙１） 

  

（参考）      地域維持型維持修繕業務総合評価方式の手続きの流れ 

 
競争入札審査会：入札方式の指定、技術審査会の設置 

公告：技術提案資料収集に係る掲示 

技術審査会：評価項目・評価基準の設定 

技術資料に係る質問提出期間 

学識者の意見聴取 

電子入札締切・開札・評価値算出・参加資格事後審査 

競争入札審査会：評価項目・公告案 

技術資料に係る質問受付期限 

質問に係る回答期限 

JV書類提出期限 

質問に対する回答期限 

技術資料のヒアリング (注) 

競争入札審査会：参加資格事前確認 

技術審査会：技術資料の審査 

競争入札参加資格確認申請・技術資料の提出期限 

競争入札参加資格確認結果の通知 

設計図書等に係る質問受付期限 

技術審査会： 

技術資料の評価 

評価点算出 

競争入札審査会：落札決定 

技術審査会：落札候補者に対して加算点申告書について事後審査 
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(注) 技術資料のヒアリング、学識者の意見聴取（落札者決定時）は必要に応じ実施するものとします。 

学識者の意見聴取（落札者決定時） （注） 


